
議案第１１９号

渋川市体育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年１１月３０日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市体育施設条例の一部を改正する条例

渋川市体育施設条例（平成１８年渋川市条例第１１９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第２項中「、第９条、第１０条」を「から第１０条まで」に改める

。

第７条中「若しくは」を「又は」に改める。

第１１条第３項中「温水シャワー、コインロッカー」を「シャワー及びコ

インロッカー」に改める。

別表第３その１の表渋川市武道館の部附属設備の款暖房の項を次のように

改める。

第１武道場 １時間 １，３９０円 ２，７８０円

冷暖房

第２武道場

冷暖房

会議室冷暖 １００円 ２００円

房

暖房器具 ２００円 ４００円

「
附 放送設備 １回 ３００円 ６００

属 シャワー １００円 １００
別表第３その１の表中

設 暖房 １時間 ２００円 ４００

備

円
「
附 放送設備 １回 ３００円 ６００円

円 属 シャワー １００円 １００円



円 を 設 会議室冷 １時間 ２７０円 ５４０円 に改める

」
備 暖房

暖房器具 ２００円 ４００円
」

。

別表第３その１の表備考第１号中「、又は」を「又は」に改め、同表備考

第５号中「し、１０円未満は切り捨てる」を「する」に改める。

別表第３その２の表備考第２号中「同額」を「、同額」に改める。

別表第３その３の表備考第２号中「無料」を「、無料」に改め、同表備考

第４号中「や講習会等」を「、講習会等」に改める。

附 則

この条例は、令和４年１月１日から施行する。

理 由

渋川市武道館及び渋川市赤城総合運動自然公園スポーツセンターに空調設

備を設置したため、所要の改正をしようとするものである。



渋川市体育施設条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせている体育施設における第 ２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせている体育施設における第

５条、第６条、第８条から第１０条まで、第１２条、第１３条、第１４条 ５条、第６条、第８条から第１０条まで、第１２条、第１３条、第１４条

第２項及び第１５条の規定の適用については、第５条及び第１２条中「市 第２項及び第１５条の規定の適用については、第５条及び第１２条中「市

長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があ 長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があ

ると認めるときは、市長の承認を得て」と、第６条、第８条から第１０条 ると認めるときは、市長の承認を得て」と、第６条、第８条、第９条、第

まで 及び第１３条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１４条第 １０条及び第１３条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１４条第

２項及び第１５条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。 ２項及び第１５条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

３ （略） ３ （略）

（利用権の譲渡等の禁止） （利用権の譲渡等の禁止）

第７条 前条の規定による利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。 第７条 前条の規定による利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。

）は、その権利を他人に譲渡し、又は 転貸してはならない。 ）は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

（使用料） （使用料）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ シャワー及びコインロッカー の使用料は、使用の際に納入したものと ３ 温水シャワー、コインロッカーの使用料は、使用の際に納入したものと

みなす。 みなす。

別表第３（第１１条関係） 別表第３（第１１条関係）

その１ その１

施設名 区分 単位 使用料 施設名 区分 単位 使用料

市内 市外 市内 市外

渋川市武道館 第１武道場 全面利用 １時間 ５００円 １，０００円 渋川市武道館 第１武道場 全面利用 １時間 ５００円 １，０００円

第２武道場 １／２面 ２５０円 ５００円 第２武道場 １／２面 ２５０円 ５００円

弓道場 利用 弓道場 利用

１／４面 １００円 ２００円 １／４面 １００円 ２００円

利用 利用

個人利用 １人１ １００円 ２００円 個人利用 １人１ １００円 ２００円
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回 回

（略） （略）

附属設備 放送設備 １回 ３００円 ６００円 附属設備 放送設備 １回 ３００円 ６００円

シャワー １００円 １００円 シャワー １００円 １００円

更衣ロッ ５０円 ５０円 更衣ロッ ５０円 ５０円

カー カー

第１武道 １時間 １，３９０円 ２，７８０円 暖房 １時間 ２００円 ４００円

場冷暖房

第２武道

場冷暖房

会議室冷 １００円 ２００円

暖房

暖房器具 ２００円 ４００円

（略） （略）

渋川市赤城総 スポーツ ア 全面利用 １時間 ９１０円 １，８２０円 渋川市赤城総 スポーツ ア 全面利用 １時間 ９１０円 １，８２０円

合運動自然公 センター リ １／２面 ４５０円 ９００円 合運動自然公 センター リ １／２面 ４５０円 ９００円

園 ー 利用 園 ー 利用

ナ １／３面 ３００円 ６００円 ナ １／３面 ３００円 ６００円

利用 利用

１／６面 １００円 ２００円 １／６面 １００円 ２００円

利用 利用

附 全面照明 １，０１０円 ２，０２０円 附 全面照明 １，０１０円 ２，０２０円

属 １／２面 ５００円 １，０００円 属 １／２面 ５００円 １，０００円

設 照明 設 照明

備 １／３面 ３００円 ６００円 備 １／３面 ３００円 ６００円

照明 照明

１／６面 １００円 ２００円 １／６面 １００円 ２００円

照明 照明

柔 専用利用 ２５０円 ５００円 柔 専用利用 ２５０円 ５００円

道 個人利用 １人１ １００円 ２００円 道 個人利用 １人１ １００円 ２００円

場 回 場 回

年間利用 １人１ ２，４４０円 ４，８８０円 年間利用 １人１ ２，４４０円 ４，８８０円

年 年
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（略） （略）

附 放送設備 １回 ３００円 ６００円 附 放送設備 １回 ３００円 ６００円

属 シャワー １００円 １００円 属 シャワー １００円 １００円

設 会議室冷 １時間 ２７０円 ５４０円 設

備 暖房 備

暖房器具 ２００円 ４００円 暖房 １時間 ２００円 ４００円

陸上競技 専用利用 ４００円 ８００円 陸上競技 専用利用 ４００円 ８００円

場 個人利用 １人１ ２００円 ４００円 場 個人利用 １人１ ２００円 ４００円

時間 時間

（略） （略）

（略） （略）

備考 備考

１ 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者又は １ 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は

本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務す 本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務す

る者をいい、市外とは、その他の者をいう。 る者をいい、市外とは、その他の者をいう。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 高校生以下の使用料は、附属設備を除き使用料の２分の１の額とす ５ 高校生以下の使用料は、附属設備を除き使用料の２分の１の額とし

る 。 、１０円未満は切り捨てる。

６～１２ （略） ６～１２ （略）

その２ その２

表 （略） 表 （略）

備考 備考

１ （略） １ （略）

２ スティック又はボールのみでも用具使用料は、同額とする。 ２ スティック又はボールのみでも用具使用料は同額 とする。

３ （略） ３ （略）

その３ その３

表 （略） 表 （略）

備考 備考
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１ （略） １ （略）

２ 未就学児の利用は、無料とする。 ２ 未就学児の利用は無料 とする。

３ （略） ３ （略）

４ 専用利用とは、強化練習、講習会等により、プールの一部コースを ４ 専用利用とは、強化練習や講習会等により、プールの一部コースを

専用することをいう。専用利用は、最大４コースまでとする。 専用することをいう。専用利用は、最大４コースまでとする。


